
北海道立旭川子ども総合療育センター告示第１号 

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。 

なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。 

 令和６年１月30日 

北海道立旭川子ども総合療育センター院長 田中 肇 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達をする特定役務の名称及び数量 

令和６年度北海道立旭川子ども総合療育センター庁舎清掃業務及び北海道旭川養護学

校庁舎清掃業務 一式 

 (2) 調達をする特定役務の仕様等  契約書（案）のとおり 

 (3) 契 約 期 間  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで。 

 なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第234の３に規定する長期継続契約であるので、

この契約に要する経費の歳入予算の減額又は削除があ

った場合には、契約を解除することができる旨の特約

を付している。 

 (4) 履 行 場 所  旭川市春光台２条１丁目１番43号 

                  北海道立旭川子ども総合療育センター庁舎及び北海

道旭川養護学校庁舎 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次のいずれにも該当すること。 

(1) 令和５年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等清掃の資格を有すること。 

 (2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

 (3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。 

 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 (5) 資格審査の申請をする日の直前３年間に、１の(1)に定める契約と種類及び規模（5,000

㎡以上）をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。 

(6) 清掃員を常時20人以上雇用していること。 

(7) 一般財団法人医療関連サービス振興会が行う医療関連サービスマーク（院内清掃）の認

定を受けている者であること。 

(8) 業務の全部又は一部の履行ができなくなった事態に備え、代行による体制を整備してい

ること。 

３ 資格要件の特例 



  平成16年北海道告示第447号の２による。 

  また同告示の２の⑴に該当するときは、２の⑸及び⑹に掲げる資格要件にあっては、当

該組合と組合員（組合が指定する組合員）の合計値とすることができる。 

４ 条件付一般競争入札参加資格の審査 

 (1) この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め

るところにより、２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 

  ア 申 請 の 時 期  令和６年１月30日(火)から令和６年２月22日(木)まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日を除く。）の毎日午前８時45分から午後５

時30分まで。 

  イ 申 請 の 方 法  申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。 

  ウ 申請書類の提出先  郵便番号 071-8142 旭川市春光台２条１丁目１番４３号 

              北海道立旭川子ども総合療育センター庶務課 

 (2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 

５ 契約条項を示す場所 

  北海道立旭川子ども総合療育センター庶務課 

６ 入札執行の場所及び日時 

 (1) 入札場所  旭川市春光台２条１丁目１番43号 北海道立旭川子ども総合療育センタ

ー大会議室（送付による場合は、郵便番号071-8142 旭川市春光台２条１

丁目１番43号 北海道立旭川子ども総合療育センター庶務課） 

(2) 入札日時  令和６年３月11日（月）午後３時00分（送付による場合は同日正午まで

に必着） 

 (3) 開札場所  (1)に同じ 

 (4) 開札日時  (2)に同じ 

７ 入札保証金 

  入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこと

となるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めるこ

とがある。 

８ 入札説明書の交付に関する事項 

 (1) 交付場所  ５に同じ。 

 (2) 交付方法  (1)の場所で交付する。 

         なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４用紙が入る返信用封筒

（宛先を明記したもの）及び質量250グラムに見合う郵便料金に相当する



郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関する事務を担当する組織

に申し込むこと。 

         また、北海道立旭川子ども総合療育センターのホームページにおいてダ

ウンロードすることができる。 

         （https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/asc/index.html） 

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否 

  平成16年北海道告示第448号の２の(1)のア及び３の(1)による。 

10 落札者と契約の締結を行わない場合 

  落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を

講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 

11 その他 

  平成16年北海道告示第4 4 8号の４の(2)、(3)、(5)、(8)、(11)、(12)及び(14)から(16)

によるほか、次による。 

 (1) 契約に関する事務を担当する組織 

  ア 名 称  北海道立旭川子ども総合療育センター 

  イ 所 在 地  郵便番号 071-8142 旭川市春光台２条１丁目１番43号 

  ウ 電話番号  0166-51-2126 

12 Summary 

 Ａ Nature and quantity of the services to be procured: Cleaning of rooms in 

the Hokkaido Asahikawa Habilitation Center For Children. 

Ｂ Bid tendering date and time： 3：00 P.M. March 11, 2024 

   (If mailed, bibs must arrive no later than 12：00 P.M March 11, 2024) 

 Ｃ Contact： General affairs section, Hokkaido Asahikawa Habilitation Center 

For Children, Shunkodai 2-jo 1-chome, Asahikawa 071-8142 Japan 

      Phone: 0166-51-2126 


